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行政手続の英語対応に関する業務フロー案の概要

※予約制の場合

（郵送・通知）

手続の予約

ワンストップセンター

を訪問

予約日の調整

予約日決定の連絡

外国企業 国の行政機関等開業ワンストップセンター等

対応者（国の窓口ス

タッフ）の調整

（メールまたは電話）

英語様式・記載ガイド等
も提供（ H Pの案内）

ワンストップセンター

に参集

（メール、電話等）

国の窓口スタッフが、

① 英語で記載された書類の内容（業種等）を日本語変換して受付す

ることについて、外国企業から同意を得る

② （必要に応じ自治体の通訳者を介して外国企業担当者と意思疎通

を行いながら、）通訳者による翻訳をもとに、日本語を記入する

⇒ 英語で記載された書類を日本語に変換した書類とともに受付

決裁・システム処理

受付書等の交付受付書等の受取

受付書類に不明点

等がある場合
不明点等の回答 不明点等の取次
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受付書類の審査

（メール、電話等）

国の窓口スタッフ

受付
（自治体の通訳者が同席）

自治体の通訳者やワンストップセンターのスタッフ

外国企業担当者
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「行政手続の英語対応」に係る準備状況等

対応方針

準備状況・スケジュール

（今後のスケジュール）

• 令和６年９月中旬を目途に、各自治体のOCスタッフと国の窓口スタッフ（関係労働局、年金事務所職員等）による実務者間の

オペレーション確認等を現地で実施（予定）

• 令和６年９月中に、事務の流れ、事業主が英語で作成・提出できる英語様式、役割分担等について、各自治体と最終的に合意

• 令和６年10月（日にちは調整中）より、OC窓口において、行政手続の英語対応を開始

（本件実施のために必要な対応）

• 金融・資産運用特区として指定された自治体の開業ワンストップセンター等（以下「OC」）において事業主が英語で作成・提出
できる様式を用意し、当該様式を日本語に変換して受け付ける。

• 当該事務運用を、OC窓口において実務を担う実施機関（関係労働局及び日本年金機構）に対して通知

（通知概要）

• OC窓口における事務の流れ

• 事業主が英語で作成・提出する様式の提示
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（これまでの準備状況）

• 事業主が英語で作成・提出できる様式の作成

• 具体的な事務フローの調整（７月から８月にかけて各自治体と２回の打ち合わせ（オンライン）を実施）
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参考資料
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法人設立時に必要となる健康保険・厚生年金保険の手続き

制度の概要
（手続きの目的 等）

1．適用事業所
次の事業所は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられている。
（1）常時従業員（事業主のみの場合を含む）を使用する法人事業所
（2）常時5人以上の従業員が働いている個人事業所（17業種）

事業所に常時使用される人は、国籍等に関係なく、すべて被保険者となる（原則と
して、70～75歳の人は健康保険のみの加入となる）。

法人設立時の
主な届出事項

○健康保険・厚生年金保険 新規適用届
法人番号、事業所名称、所在地、電話番号、事業主の氏名、住所等

○健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
被保険者氏名、性別、生年月日、個人番号等

申請先
日本年金機構（事務センター又は事業所の所在地を管轄する年金事務所）又は健康
保険組合

提出期限
事実の発生から５日以内

備考
厚生年金保険法施行規則第13条、第15条
健康保険法施行規則第19条、第24条
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法人設立時に必要となる雇用保険の手続き

制度の概要
（手続きの目的 等）

雇用保険の適用事業所において、一定の要件を満たす労働者を雇用した場合に以下
の届出を行う。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得

（雇用保険の適用要件）
・１週間の所定労働時間が20時間以上であること
・ 31日以上の雇用見込みがあること 等

※ 雇用保険適用事業所設置届は、雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用
した場合のみ届け出る。

法人設立時の
主な届出事項

○雇用保険適用事業所設置届
法人番号、事業所名称（漢字、カタカナ）及び所在地（漢字）、電話番号、
事業主の氏名等

○雇用保険被保険者資格取得届
被保険者氏名（漢字、カタカナ）、性別、生年月日等

申請先
事業所の所在地を管轄するハローワーク

提出期限

○雇用保険適用事業所設置届は労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から起算
して10日以内

○雇用保険被保険者資格取得届は被保険者となった事実のあった日の属する月の翌
月の10日まで

備考
雇用保険法施行規則第６条、第141条
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法人設立時に必要となる労働保険の手続き

制度の概要
（手続きの目的等）

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事
業となり、事業主は成立手続を行わなければならない。

法人設立時の
主な届出事項

○保険関係成立届
法人番号、保険関係成立日、事業所名称（漢字、カタカナ）及び所在地（漢字、
カタカナ）、電話番号、事業の種類、労働者数、事業主の氏名等

申請先 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長

提出期限 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内

備考

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第4条
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